
亀山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則ここに公

布する。 

  令和３年１２月２３日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第３１号 

 

亀山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則 

 

亀山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成１７年亀山市規則第１３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改

正する。 

改正後 改正前 

（育児短時間勤務職員等に正規の勤務

時間以外の時間における勤務を命ずる

ことができる場合） 

第１０条の２ 条例第８条第１項ただし

書の規則で定める場合は、第８条第１

項に掲げる勤務を命じようとする時間

帯に、当該勤務に従事する職員のうち

育児短時間勤務職員等以外の職員に市

長の定める基準に適合するように当該

勤務を命ずることができない場合とす

る。 

（育児短時間勤務職員等に正規の勤務

時間以外の時間における勤務を命ずる

ことができる場合） 

第１０条の２ 条例第８条第１項ただし

書の規則で定める場合は、第８条第１

項第２号に掲げる勤務を命じようとす

る時間帯に、当該勤務に従事する職員

のうち育児短時間勤務職員等以外の職

員に市長の定める基準に適合するよう

に当該勤務を命ずることができない場

合とする。 

２ （略） ２ （略） 

（特別休暇） 

第２０条 条例第１５条の規則で定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、

その期間は、当該各号に定める期間と

（特別休暇） 

第２０条 条例第１５条の規則で定める

場合は、次の各号に掲げる場合とし、

その期間は、当該各号に定める期間と



する。 する。 

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略） 

（５）の２ 職員が不妊治療に係る通院

等のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 １の年におい

て５日（当該通院等が体外受精その

他の市長が定める不妊治療に係るも

のである場合にあっては、１０日）

の範囲内の期間 

 

（６）～（２２）（略） （６）～（２２）（略） 

２ 前項第５号の２及び第９号から第１

２号までの休暇（以下この条において

「特定休暇」という。）の単位は、１

日又は１時間とする。ただし、特定休

暇の残日数の全てを使用しようとする

場合において、当該残日数において、

１時間未満の端数があるときは、当該 

残日数の全てを使用することができる。 

２ 前項第９号から第１２号までの休暇

（以下この条において「特定休暇」と

いう。）の単位は、１日又は１時間と

する。ただし、特定休暇の残日数のす 

べてを使用しようとする場合において、 

当該残日数において、１時間未満の端

数があるときは、当該残日数の全てを

使用することができる。 

３及び４ （略） ３及び４ （略） 

（第２章から第４章までの規定につい

ての別段の定め） 

第３０条 任命権者は、業務若しくは勤

務条件の特殊性又は地域的若しくは季

節的事情により、第２条から第４条ま

で、第５条第１項、第１２条の１２第

１項及び第３項並びに第１３条第１項

の規定によると、能率を甚だしく阻害

し、又は職員の健康若しくは安全に有

害な影響を及ぼす場合には、市長の承 

（第２章から第４章までの規定につい

ての別段の定め） 

第３０条 任命権者は、業務若しくは勤

務条件の特殊性又は地域的若しくは季

節的事情により、第２条から第４条ま

で、第５条第１項、第１２条の１３第

１項及び第３項並びに第１３条第１項

の規定によると、能率を甚だしく阻害

し、又は職員の健康若しくは安全に有

害な影響を及ぼす場合には、市長の承 



認を得て、週休日、勤務時間の割振り、 

週休日の振替等、休憩時間、時間外勤

務代休時間の指定又は代休日の指定に 

ついて別段の定めをすることができる。 

認を得て、週休日、勤務時間の割振り、 

週休日の振替等、休憩時間、時間外勤

務代休時間の指定又は代休日の指定に 

ついて別段の定めをすることができる。 

附 則 

この規則は、令和４年１月１日から施行する。 


